
児童生徒や教職員に新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合の留意事項 

１ 感染判明から学校再開までの大まかな流れ 

感染の判明 

① 市教委：臨時休業の手続き

 ・報道発表、議会情報提供等※１

② 市教委⇒学校「臨時休業」指示

③ 学校⇒保護者 

  「臨時休業メール配信」 

臨時休業 

① 学校施設の必要箇所の消毒 

② 保健所による濃厚接触者の特定

③ 濃厚接触者の特定完了※２及び

該当者への連絡※３

④ 学校⇒保護者 

  「学校再開等メール配信」 

感染者は自宅休養

※１ 報道発表等の手続きに時間を要す

る場合があります。 

学校再開 

■保健所による濃厚接触者の調査について 

 ・担任や教科担当、部活動顧問などから保健所が感染が判明した児童生徒の行動履歴を聞き取

り、その情報に基づいて、濃厚接触者の特定を行います。 

 ⇒学校に児童生徒や教職員の感染の連絡がはいった時は、その後の保健所の調査に備え、速やか

に行動履歴の整理を始めます。  

 ・感染が判明した児童生徒が在籍している学級全体が濃厚接触者に特定される場合もあり、この

場合、学校再開した場合でも実質的には学級閉鎖と同様の状態になる可能性があります。 

 ・小学校では、わくわく利用者等も濃厚接触者に特定される可能性があります。 

 ・中学校、高等学校では、部活動参加者等も濃厚接触者に特定される可能性があります。 

 ・特別支援学校では、スクールバス利用者等も濃厚接触者に特定される可能性があります。 

濃厚接触者は

２週間自宅休養

ＰＣＲ検査受検※４

※４ ＰＣＲ検査が陰性の場合で

も２週間の自宅休養
※２ 濃厚接触者の特定に数日の時

間を要する場合があります。

※ 症状によっては、

医療機関の指示に

より入院等の措置 

※３ 接触場面が学校管理下の場合、

濃厚接触者の連絡を学校が行うこ

とがあります。

臨時休業期間については、原則、保 

健所が濃厚接触者を特定するまでの 

期間としますが、保健所の意見を踏 

まえ、市教委が決定いたします。 

別紙１ 


